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第４０号議案 

   芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する 

   条例の制定について 

 芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のように定める。 

   平成２６年６月９日提出 

                         芦屋市長 山 中  健 

提案理由 

 地区計画の都市計画決定に伴い，地区整備計画区域内の制限を追加するため，この

条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

   芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する 

   条例 

芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１４年芦屋市

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１地区整備計画の区域の表中 

「 

                      」 

を 

「 

」 

に改める。 

別表第２地区計画区域内の制限 １ 南芦屋浜地区地区整備計画区域の表キの項

を次のように改める。 

キ 建

築

物

の

(ｱ) 

最高

限度

(1) １０

メート

ルかつ

軒の高

 (1) １５

メート

ル 

(2) 建築

(1) １２

メート

ル 

(2) 建築

４０メー

トル 

１ 南芦屋浜地区地区整備計画区域 
（平成１３年芦屋市告示第４６号 決定） 
（平成１４年芦屋市告示第１５０号 変更） 
（平成１６年芦屋市告示第９１号 変更） 
（平成１９年芦屋市告示第１０７号 変更） 
（平成２２年芦屋市告示第１０８号 変更） 
（平成２４年芦屋市告示第６９号 変更） 
（平成２５年芦屋市告示第１１３号 変更） 

１ 南芦屋浜地区地区整備計画区域 
（平成１３年芦屋市告示第４６号 決定） 
（平成１４年芦屋市告示第１５０号 変更） 
（平成１６年芦屋市告示第９１号 変更） 
（平成１９年芦屋市告示第１０７号 変更） 
（平成２２年芦屋市告示第１０８号 変更） 
（平成２４年芦屋市告示第６９号 変更） 
（平成２５年芦屋市告示第１１３号 変更） 
（平成２６年芦屋市告示第１６号 変更） 
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高

さ

の

最

高

限

度

さ７メ

ートル

(2) 建築

物の各

部分の

高さは，

当該部

分から

前面道

路の反

対側の

境界線

又は隣

地境界

線まで

の真北

方向の

水平距

離に０．

６を乗

じて得

たもの

に５メ

ートル

を加え

たもの

物の各

部分の

高さは，

当該部

分から

前面道

路の反

対側の

境界線

又は隣

地境界

線まで

の真北

方向の

水平距

離が４

メート

ル未満

の範囲

にあっ

ては当

該水平

距離に

１．２

５を乗

じて得

たもの

に５メ

ートル

を加え

たもの

とし，

真北方

向の水

平距離

が４メ

ートル

以上の

範囲に

あって

は当該

水平距

離から

４メー

トルを

減じた

ものに

０．６

を乗じ

て得た

ものに

１０メ

ートル

を加え

たもの

物の各

部分の

高さは，

当該部

分から

前面道

路の反

対側の

境界線

又は隣

地境界

線まで

の真北

方向の

水平距

離が４

メート

ル未満

の範囲

にあっ

ては当

該水平

距離に

１．２

５を乗

じて得

たもの

に５メ

ートル

を加え

たもの

とし，

真北方

向の水

平距離

が４メ

ートル

以上の

範囲に

あって

は当該

水平距

離から

４メー

トルを

減じた

ものに

０．６

を乗じ

て得た

ものに

１０メ

ートル

を加え

たもの

(ｲ) 

例外
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附 則 

 この条例は，平成２６年７月１日から施行する。 
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参 照 

   芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

 地区計画の都市計画決定に伴い，地区整備計画区域内の制限を追加するため，

この条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

(1) 都市計画決定の告示番号の追加（別表第１関係） 

南芦屋浜地区地区計画の都市計画の変更に伴い，変更告示の告示番号を加える。 

(2) 地区計画区域内の制限の追加（別表第２関係） 

南芦屋浜地区地区計画の都市計画の変更に伴い，マリーナ地区における建築物

の高さの最高限度を４０ｍとする。 

３ 施行期日 

平成２６年７月１日 


